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動き始めたら止まらない「公共事業」
その根っこにあるのが大規模開発による巨大な利

権です。とくに千葉県は、「金権千葉」が代名詞の

ようになっている程、金権・腐敗・汚職の土壌がは

びこっています。私が携わった川鉄公害、住宅供給

公社、三番瀬の埋立、産廃残土、そして八ッ場ダム

をめぐる問題は、いずれもそうした構造から生まれ

たものです。にもかかわらず、この利権構造はその

まま温存され、相も変わらず巨額の「公共事業」が

計画され強行実施されています。そのツケは、私た

ち住民はもちろん、子どもや孫たち、いやそれ以降

の世代に押しつけられ続けるのです。本来ならば、

行政自身が謙虚に反省し、抜本的な改革を行う義務

があります。ところが、ぜんぜんそうなっていませ

ん。

　八ッ場ダム訴訟は「住民訴訟」の類型

   この住民訴訟制度は、地方公共団体の財務会計上

の違法な行為を防止するために、地方自治の本旨に

基づく住民参政の一環として「住民自らの手によっ

て違法の防止または是正をはかる制度」（最高裁の

判例）です。数少ない直接民主主義に根ざした制度

なのです。行政が自浄能力を失っている以上、住民

自からがたちあがり、違法の防止と是正を求めるし

かない。私たちの訴訟の最大の目的と意義は、まさ

しくそこにあると考えています。あわせて、これま

で行政に追随し、「お墨付き」を与える傾向が顕著

にみられた司法の役割を根本的に改めさせ、私たち

の手に取り戻す取組でもあります。

　「八ッ場ダムをストップさせる！」
 その一点で結集して、1都 5県の住民の皆さんが
手をとりあって裁判に立ち上がりました。かってな

かったようなスゴイことです。これからも越えなけ

ればならてい壁は、たくさんあります。簡単なこと

ではないでしょう。支援の方々も含めて、それぞれ

が初心を大切にしながら、立場を尊重し、汗をかき、

知恵を出し合い、何よりも楽しくたたかいながら、

運動を発展させることができれば、必ずや展望は切

り開けると確信します。

八ッ場ダム訴訟の意味するもの
千葉弁護団事務局長　中丸素明

八ッ場ダムをストップさせる千葉の会
　千葉地方裁判所における第２回の裁判では被告側

が中身の論議に入ることを確認することができた。

第３回裁判（８月２６日）では被告（県）から公金

支出権限のしくみが明らかになるもの、水特事業の

協定書の提出がされる。（次ページに続く）

1都 5県の裁判の状況

８月 26 日（金）午前 11 時　千葉地方裁判所
 に傍聴に行こう！　（集合：午前 10時 30分に千葉地裁玄関前）
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藤原　信 : 

宇都宮大学名誉教授。　　　
森林とダム問題にかけては比
類無き第一人者。当会のご意
見番的存在。著書に「なぜダ
ムはいらないか」等多数。
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　〔逐条解説〕『河川法解説』（河川法研究会編）大

成出版社（1994 年）を読んだ。

　河川法第２３条（流水の占用の許可）「河川の流

水を占用しようとする者は、国土交通省令で定める

ところにより、河川管理者の許可を受けなければな

らない。」

　第２３条は、河川の流水の占用について規定して

います。　「流水の占用」の定義は、「ある特定の目

的のために、その目的を達成するのに必要な限度に

おいて、公共用物たる河川の流水を排他的・継続的

に使用すること」をいい、流水の量的占用を「水利

使用」といい、流水のうちの一定量を取水して使用

する権利を「水利権」といいます。

　「水利権」というのは、法律上の呼称ではなく、

流水占用権の一形態をさすものです。

　第２３条の許可により取得する「水利権」には、

① 安定水利権　

② 豊水水利権

③ 暫定豊水水利権　があります。

　このほか、第２３条の許可を得たものとみなされ

る「みなし水利権」としての「慣行水利権」があり

ます。

　明治２９（1896）年の旧河川法制定時に、川の

水を使用していた者（主として農業用水）で、河川

法の許可を受けた者とみなされた場合、これを「慣

行水利権」といいます。

　「慣行水利権」には、「内容が不明確」「見直しの

機会がない」「取水の記録が残されない」などの問

題がありますが、主に灌漑用水として、村落共同体

の管理のもと、受益者全員の「総有」という特徴が

あるので、変更するのは難しいといわれています。

～ダムに関する話（第２回）～

遊休水利権

～権利の上に眠るものは保護されない～

　「安定水利権」というのは「許可水利権」ともいい、

ダムなどの水資源開発施設からの補給を受けて、安

定的に取水することができます。

　「豊水水利権」というのは、「豊水」（基準渇水流

量等を超える余剰水）を取水の対象とする水利権の

ことをいいますが、河川に年間を通じて確保されて

いない不安定な流量を取水の対象としているので、

原則として許可されません。

　「暫定豊水水利権」というのは「暫定水利権」と

もいいます。安定的な水源は確保されていなくても、

水需要が増大するなどの社会的な要請に対して、川

に水が余分にある時（豊水時）に限って、『必要な

水源確保のための措置を早急に講じること（ダム事

業に参画するなど）』を条件に、一時的（暫定的）

に許可されるものです。不安定水利権ともいわれて

いて、ダムが完成して「許可水利権」になるまでの「つ

なぎ」です。

　未利用水として「遊休水利権」があります。　「遊

休水利権」というのは、「流水の占用の許可を受け

ながら、その流水の占用を実行していない水利権」

のことをいいます。

　「水利権を実行しない者は、権利の上に眠る者で

ある」ばかりでなく、河川の有効な利用を妨げる可

能性が大きいので、水利権の存続を主張する正当な

権利はありません。

　千葉県の未利用水（遊休水利権）は毎秒 2．681

立方メートルで、５０万人分の水が使われていませ

ん。遊休水利権を転用すれば、暫定水利権の解消は

可能です。「許可水利権を取るために無駄なダム事

業に参画する」などという愚行をしないでも済むの

です。
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　八ッ場ダムをストップさせる茨城の会
　６月 14日に第３回の法廷が開かれ、原告団の１

人、朝比奈晴子取手市議が「県南水道の日量２万

㌧の水あまり」を指摘した。この４月から阿見浄水

場からよけいな水を引き取らざるを得なくなってい

る。この水を「責任引き取り水」と議会で呼んでい

るそうだ。朝比奈晴子さんは県南水道企業団議会議

員でもあり、苦しい内部告発だったという。

八ッ場ダムをストップさせる栃木の会
　栃木の会は、南摩・八ッ場・湯西川ダムを含めて

訴訟しているが、八ッ場ダムから受ける栃木県の利

益とはなにかを県に問責している。栃木県には未利

用水利権もあり、宇都宮市では外部監査に指摘され

て水需要を下方修正した。また湯西川ダム訴訟では

鹿沼市長を被告にすることにし、いずれにしても水

需要の妥当性と費用対効果の具体性を求めている。

八ッ場ダムをストップさせる群馬の会
　前橋地裁の第３回裁判では、被告側準備書面提出

後、原告弁護団の福田弁護士が「概要説明」を求め
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法
廷
へ
の
ご
案
内

た。被告代理人、伴弁護士は「治水、利水にどのよ

うにお金を出しているかについて詳しく書面で述べ

た」と小さな声で弁明した。

八ッ場ダムをストップさせる埼玉の会
　さいたま地裁の第３回裁判は、被告側が訴状に対

して認否を求めたが１０分で終わった。裁判長は本

案の議論に早く入るようにと双方を促した。

八ッ場ダムをストップさせる東京の会
　７月２５日、東京地裁では、原告側の谷合弁護士

が準備書面を読み上げ、続いて裁判長が、「次回は被

告側から認否反論を行いますね？」と尋ねると、被

告側弁護士は「認否とはどういう意味か？」

一連のやりとりの後、裁判長自ら、「実体審理（ダ

ム不要論）の部分も含めての認否でかまわない。裁

判の流れの中で、原因行為を全く問題にしないとい

うことはあり得ないでしょう」と明言した。

また被告を知事から、知事と課長に変更すること

については裁判所と原告側弁護士が協議することに

なった。次回裁判は、１０月５日（水）１１時から。
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　日時 ：２００５年８月２６日（金）１１時～

　場所 ： 千葉地方裁判所　３０１法廷（3階）
　　　　   原告の意見陳述が行われます。多くの人が傍聴し、
　　　　   市民の関心の高さを示しましょう。裁判の後、説明会を開き
　　　　   裁判所でのわかりにくいやりとりを解説します。ダムに関連するビデオの上映も予定
　　　　　　　場所：　　弁護士会館　　１時間くらい
　　　　　　　内容：　　弁護団からの説明、意見交換、各地の状況報告
　　集合： １０時３０分  千葉地裁玄関前（ 千葉県千葉市中央区中央 4-11-27）
             集合時間に遅れると入廷できない場合があります。ご注意下さい。
　　　　　
　　　JR 総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩 10分 , 京成千葉線千葉中央駅から徒歩 8分
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渓
谷
の
写
真
を
見
な
が
ら
、
今
日
も
考
え
込
ん
で
し

ま
い
ま
す
。              　
　
　
　
　
　
　

 

（
三
谷
恵
子
）

　
　

【
編
集
後
記
】

８
／
２　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
コ
ト
バ
ン
ジ
ャ
ン
・
ダ
ム
被

害
者
支
援
の
会
が
市
川
市
女
性
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
た
。

日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
で
つ
く
ら
れ
た
ダ
ム
が
、
役
に
立
た
た
ず

現
地
住
民
を
苦
し
め
て
い
る
実
状
が
語
ら
れ
た
。
日
本
で

の
裁
判
も
進
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
世
界
の
問
題
と
も
連

帯
し
て
進
め
て
行
き
た
い
と
思
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。（
Ｈ
Ｓ
）


